
● 確定申告のお知らせ（税務署発行）が送られてきた人は、そのハガキなど
※ハガキや利用者識別番号の通知書が送られてきた人は、必ずご持参ください。

● 収入が分かるもの（給与の源泉徴収票、年金の源泉徴収票、その他支払明細、収支内訳書など）
 ※事業所得（営業等・農業）・不動産所得がある人は、事前に収支内訳書の記入を済ませておいてください。
 　未記入の場合は受け付けできません。

● 社会保険料の支払額が分かるもの（国民年金、国民健康保険税（料）、任意継続の保険料、介護保険料などの控除
証明書や領収書など）

● 生命保険料、地震保険料の控除証明書（保険会社が証明書を送付）

● 障害者控除に該当する場合は、身体障害者手帳等の障害の等級が分かるもの

● 医療費控除の明細書
 ※事前に作成のうえ、来場してください。明細書未記入の場合や領収書による申告は受け付けできません。

● 確定申告で還付がある場合は、還付金の振込先口座情報が分かるもの（申告者本人名義のものに限る）

● マイナンバーカードまたは、個人番号確認書類および本人確認書類（写し可）
 （税制上の扶養親族についても、個人番号確認書類の提示が必要です）

●下松市で開設する申告会場では、確定申告書の提出のみの受付はできません。
直接、広島国税局業務センター防府分室へ郵送してください。

● 申告書の控えに税務署の受付印を押すことはできません。
● 必要書類は、市役所または、国税庁HPなどから取得してください。

地　区 期　日 受 付 時 間 場　所 受 付 人 数
深　浦 2月5日（月）  9：30 ～ 11：30 深 浦 公 民 館 30人

久　保 2月6日（火）
 9：00 ～ 12：00

久 保 公 民 館 140人
 13：00 ～ 16：00

花　岡 2月7日（水）
 9：00 ～ 12：00

花 岡 公 民 館 170人
 13：00 ～ 16：00

末　武 2月8日（木）
 9：00 ～ 12：00

末 武 公 民 館 170人
 13：00 ～ 16：00

本　浦
2月9日（金）

 9：30 ～ 11：30 笠 戸 公 民 館 30人
江の浦  14：00 ～ 16：00 笠戸島公民館 30人

米　川 2月13日（火）
 10：00 ～ 12：00

米 川 公 民 館 60人
 13：00 ～ 15：00

出張申告相談
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